
【機密性２】

貸切バス
事業者旅行サービス

手配業者
旅行業者

旅行サービス手配業者が運送申込者となる場合（代理）

旅行業者が運送申込者となる場合（媒介）

貸切バス
事業者

旅行サービス
手配業者旅行業者

②申込み

③運送契約
（運送引受書の交付、
手数料書面の保存）

①代理権授与

④手数料の支払い（手数料書面の保存）※

①申込み

②紹介

③運送契約（運送引受書の交付、手数料書面の保存）

○ 旅行業者が貸切バスの手配を旅行サービス手配業者に依頼した場合の運送申込者は、①旅行サービス手配
業者、②旅行業者のパターンがありえる。
○ 運賃料金の下限割れに関与する可能性があるのは「貸切バス事業者と直接取引する運送申込者」、手数料
等を差し引いた実質的な下限割れに関与する可能性があるのは「貸切バス事業者と直接取引する運送申込
者」 及び「運送を依頼または媒介した者」となる。

運送申込者

運送申込者

④手数料の支払い
（手数料書面の保存）※

運送依頼者

運送媒介者

旅行サービス手配業者がいる場合の運送引受について

※全ての運送取引に生じるものではない。


